
広島市子育て世帯訪問支援事業実施要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、養育支援が特に必要な家庭における適切な養育の実施を確保するため、国の

要綱等に定めるもののほか、当該家庭に対し育児・家事援助を行う援助員を派遣する広島市子育

て世帯訪問支援事業（以下「事業」という。）の実施について必要な事項を定めることを目的とす

る。 

 （実施主体等） 

第２条 事業の実施主体は広島市とする。 

２ 事業の実施に当たって、援助員を派遣する家庭、派遣の内容（援助員を派遣する回数、時間、

期間、援助内容等をいい、以下「派遣内容」という。）の決定を除き、事業の一部を適切な事業運

営が確保できると認められる事業者（以下「委託事業者」という。）に委託することができるもの

とする。 

 （事業の対象者） 

第３条 事業の対象者は、市内に居住し、現に、区厚生部地域支えあい課又は児童相談所が把握し

ている養育支援が特に必要であって、本事業による支援が必要であると認められる次の各号のい

ずれかに該当する家庭の児童及びその養育者（以下「派遣対象者」という。）とする。ただし、他

の制度等により同様の支援を受けることが困難なものに限る。 

⑴ 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童のいる家庭及びそれに該当するお

それのある家庭 

 ⑵ 食事、生活習慣等について不適切な養育状態にある家庭等、保護者の養育を支援することが

特に必要と認められる児童のいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭 

 ⑶ 若年妊婦等、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる

妊婦がいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭 

 ⑷ その他市長が特に養育支援が必要と認める家庭 

２ 前項の規定にかかわらず、派遣対象者の属する世帯に次の各号のいずれかに該当する者がある

場合は、事業の対象としないことができるものとする。 

⑴ 感染症にかかっているおそれのある者 

⑵ 暴行、脅迫等により援助員に危害を与えるおそれのある者 

 （事業に係る援助の内容） 

第４条 事業に係る援助の内容は、次の各号に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。 

⑴ 育児援助に関すること。 

ア 授乳、食事介助 

イ おむつ・衣類交換 

ウ 沐浴・入浴介助 

エ 適切な養育環境の整備 

オ その他必要な子育て支援 

⑵ 家事援助に関すること。 

ア 食事の準備・後片付け 

イ 衣類の洗濯・補修 



ウ 居室等の掃除・整理整頓 

エ 生活必需品の買い物 

オ その他必要な家事援助 

 （援助員の派遣期間） 

第５条 援助員の派遣期間は、原則として６か月以内とする。ただし、区厚生部地域支えあい課が

所管する派遣対象者にあっては当該地域支えあい課長、児童相談所が所管する派遣対象者にあっ

ては児童相談所相談担当課長（以下「地域支えあい課長等」という。）は、３か月ごとに支援評価

表（様式１２号）を関係者と協議の上作成し、援助員派遣継続の要否の判断および派遣内容等の

見直しを行うものとする。また、市長が認める特別な理由がある場合は、派遣期間を別に定める

ことができる。 

 （援助員の派遣回数・時間） 

第６条 援助員の派遣回数は、原則として週１～２回とし、１回あたりの派遣時間は、原則として

１～２時間とする。 

 （利用料） 

第７条 援助員派遣に係る利用料は、無料とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、援助員が生活必需品の買い物その他援助を行う際に、移動のための

交通費等を必要とする場合は、派遣家庭が当該交通費等の実費相当額を負担するものとする。 

 （派遣対象者の選定） 

第８条 派遣対象者の選定に当たっては、地域支えあい課長等は、アセスメント表（様式１０号）

を作成し、当該派遣対象者に係る支援の必要性を確認するものとする。 

２ 地域支えあい課長等は、選定した派遣対象者に対し事業趣旨及び支援の必要性を説明し、援助

員の派遣及び情報提供同意書（様式１号）の提出を求めるものとする。 

 （支援計画の作成） 

第９条 地域支えあい課長等は、派遣対象者に係る支援目標、派遣内容等を定めた支援計画を、関

係者と協議の上、支援計画表（様式１１号）により作成するものとする。 

２ 地域支えあい課長等は、派遣対象者に対し、前項により作成した支援計画の内容を説明し、同

意を得るものとする。 

（援助員派遣の決定及び通知） 

第１０条 地域支えあい課長等は、前条第２項による派遣対象者の同意を得た後は、派遣対象者に

対し援助員派遣通知書（様式２号）により通知するとともに、委託事業者に対し援助員派遣指示

書(様式３号)により援助員の派遣を指示する。 

２ 前項により援助員派遣の指示を受けた委託事業者は、当該派遣対象者及び担当職員とともに、

支援計画に基づき派遣日時等の詳細について打ち合わせを行った後、派遣対象者に対し援助員派

遣のお知らせ（様式４号）を送付するとともに、その写しを区厚生部地域支えあい課又は児童相

談所に送付する。 

 （援助員の派遣） 

第１１条 委託事業者は、地域支えあい課長等から援助員派遣の指示があったときは、派遣対象家

庭に援助員を派遣し、援助を実施する。ただし、原則として、対象児童及びその保護者等が在宅

の場合に限る。 

２ 委託事業者は、初回訪問前及び必要と認められる場合に、区厚生部地域支えあい課又は児童相



談所と援助の実施に係る打ち合わせを行うものとする。 

 （派遣内容の変更） 

第１２条 派遣対象者は、あらかじめ決められた派遣日時、援助内容等に変更が生じたときは、当

該派遣予定日の３日前までに委託事業者へ連絡しなければならない。 

２ 委託事業者は、前項の規定による連絡を受けた場合は、地域支えあい課長等と協議の上、支援

計画の定める範囲において派遣内容を変更することができる。 

３ 緊急対応等により事前連絡ができなかった場合は、前２項の規定にかかわらず、委託事業者は、

緊急対応等に必要な限度において派遣内容を変更し、その後、速やかに地域支えあい課長等へ報

告するものとする。 

 （支援計画の変更等） 

第１３条 地域支えあい課長等は、援助員の派遣状況及び派遣対象者等の状況を適宜確認し、必要

に応じ関係者と協議の上、支援計画を変更することができる。 

２ 地域支えあい課長等は、支援計画を変更したときは、派遣対象者に対し変更の内容及び理由を

説明し、同意を得るものとする。 

３ 地域支えあい課長等は、支援計画を変更したときは速やかに委託事業者に連絡しなければなら

ない。 

 （派遣の中止・終了） 

第１４条 地域支えあい課長等は、援助員の派遣を中止又は終了する場合は、派遣対象者に対し援

助員派遣中止（終了）通知書（様式５号）により通知する。 

２ 地域支えあい課長等は、援助員の派遣を中止又は終了する場合は、速やかに委託事業者に連絡

しなければならない。 

（利用勧奨） 

第１５条 市長は、事業の利用が必要と認められる者について、児童福祉法（昭和２２年法律第１

６４号）第２１条の１８第１項の規定による勧奨及び支援を実施しなければならない。 

２ 前項の勧奨を行うに当たっては、保護者との面談等において子育て世帯訪問支援事業利用勧奨

通知書（様式１３号）により通知して、利用を勧奨し、利用につながるよう支援する。 

３ 利用の勧奨の結果、利用の意思が確認できた場合には、地域支えあい課長等は、第５条及び第

８条から前条の規定に基づき、支援を実施する。 

（利用措置） 

第１６条 市長は、前条第２項の規定により利用を勧奨し、支援を実施したにもかかわらず、疾病

その他やむを得ない理由により、援助員の派遣及び情報提供同意書（様式１号）を提出すること

ができないなど、事業を利用することが著しく困難であると認められる場合には、児童福祉法第

２１条の１８第２項の規定による措置を実施することができる。 

２ 前項の措置を行うに当たっては、子育て世帯訪問支援事業措置決定通知書（様式１４号、１５

号）により派遣対象者及び委託事業者に通知するものとする。 

３ 市長は、子育て世帯訪問支援事業利用措置決定通知書により通知した支援提供期間の満了前に

措置を解除する場合は、子育て世帯訪問支援事業措置解除通知書（様式１６号、１７号）により

派遣対象者及び委託事業者に通知するものとする。 

（委託料） 

第１７条 本事業の提供に要する１回当たりの費用は、別に定める。 



２ 市長は、第１２条の規定による派遣内容の変更が行われず、派遣対象者の都合により援助を実

施できなかった場合、委託事業者に対し、援助を実施していた場合に発生する費用の２０％の料

金を支払う。 

 （委託料の支払い） 

第１８条 市長は、第２３条の規定による請求書等の提出に基づき、委託事業者に対し、委託料を

支払う。 

 （援助員の選考） 

第１９条 委託事業者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者のうちから、援助員を選

考するものとする。 

⑴ 育児及び家事に関する援助・指導を適切に実行する能力を有すること。 

⑵ 心身ともに健康であること。 

⑶ 次のアからウに掲げる欠格事由のいずれにも該当していないこと。 

ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 

イ 児童福祉法、児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関

する法律（平成１１年法律第５２号）その他国民の福祉に関する法律（児童福祉法施行令（昭

和２３年政令第７４令）第３５条の５各号に掲げる法律に限る。）の規定により罰金の刑に処

せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 

ウ 児童虐待の防止等に関する法律（平成１２年法律第８２号）第２条に規定する児童虐待又

は児童福祉法第３３条の１０に規定する被措置児童等虐待を行った者 

 （援助員の研修） 

第２０条 委託事業者は、援助員等に対し、必要に応じ資質の向上及び個人情報保護のために必要

な研修を実施するものとする。 

 （身分証明書の携行及び履行確認） 

第２１条 援助員は、援助を行う際には常に委託事業者が発行する身分証明書を携行し、派遣対象

家庭への訪問時に掲示することとする。 

２ 援助員は、援助を行ったときは、その都度、派遣内容確認書（様式６号）により派遣対象者か

ら履行確認を受けるものとする。 

 （報告） 

第２２条 委託事業者は、援助員の派遣を行ったときは、「援助員派遣実施報告書（個別）」（様式７

号）を作成し、派遣後速やかに地域支えあい課長等に提出するものとする。 

２ 委託事業者は、援助員を派遣した日が属する月の翌月１０日までに、「派遣内容確認書」(様式

６号)及び「援助員派遣実施報告書（総計）」（様式８号）を区ごとに作成し、地域支えあい課長等

に提出するものとする。 

（委託料の請求） 

第２３条 委託事業者は、本事業の委託料の請求について、「援助員派遣請求書」（様式９号）を作

成し、市長に提出するものとする。 

（帳票の整備等） 

第２４条 委託事業者は、事業の適正な実施を確保するため、援助員派遣に関する記録その他必要

と認める帳票等を整備するものとする。 

２ 市長は、委託事業者に対し、帳票等の提出又は派遣内容の確認等について、必要な調査を実施



することができる。 

 （守秘義務） 

第２５条 委託事業者及び従業員は、事業の実施に伴い知りえた当該派遣対象者に係る個人情報を

正当な理由なく漏らしてはならない。委託契約が終了した後においても同様とする。 

 （委任規定） 

第２６条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、こども未来局長が別

に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２４年１月２０日から施行する。 

 

    附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 

    附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 

    附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

    附 則 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 


